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【知的財産権部からのお知らせ】

1．中国における日本の地名等に関する商標登録出願について

ジェトロ北京センターでは、2008 年に引き続き、2009 年においても中国における日本

の地名等に関する商標登録出願について調査を行いました。

これまで、知的財産権保護官民合同訪中代表団 及び日中商標長官会合等あらゆる機会

を活用し、中国国家工商行政管理総局及び商標局に対して、日本の地名等に関する商標登

録出願の問題を指摘してきました。これに対して中国商標局より、日本の地名等の出願に

ついては法律に基づいて厳格に判断を行い、悪意に基づく出願に対しては厳正に対処する

旨回答がありました。

その後、中国商標局の審査において、日本の地名に関する商標出願が拒絶される事例が

現われており、中国政府機関への働きかけが功を奏したものと思います。

調査結果の概要は下記 URL に掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.jetro-pkip.org/html/ztshow_BID_243.html

2．調査報告書の掲載について

2008 年度、経済産業省・特許庁等の委託を受けて作成した調査報告書を下記URL に順

次掲載しております。皆様の知財活動の一助となれば幸いです。

http://www.jetro-pkip.org/html/bgs_16_page_1.html

3．特許権侵害紛争の審理における法律適用についての若干問題に関する最高人民法院の

解釈（意見募集稿）について

現在、標記司法解釈についてパブリックコメントが募集されています（期限 7月 10日

まで）。2009 年 10 月 1 日に施行される改正専利法に対応した司法解釈であり、均等論、

公知技術の抗弁、禁反言、間接侵害などの項目が規定されております。日本語訳は下記 URL

に掲載しておりますので、ご一読ください。

http://www.jetro-pkip.org/html/ztshow_BID_242.html
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【最新ニュース・クリッピング】

○法律・法規等

1. 新聞出版総署、立法の手続きと著作権を巡る行政処罰に新規定（中国新聞出版報 2009

年 5月 26 日）

2. ２０数年ぶり商標法改正へ 初稿が完成（新華網 2009 年 6 月 5 日）

3. 工商総局 独占禁止法の関連２規程を発布（新華網 2009 年 6月 5日）

4. 銀監会、ＩＴ分野における商業銀行の知財保護促進に指針（国家知識産権網 2009 年

6 月 2 日）

5. 深せん市、ネット上の知的財産権保護に新規定（国家知識産権網 2009 年 6 月 12 日）

6. 最高裁、特許法関連の司法解釈案を公表、一般向け意見募集（国家知識産権網 2009
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年 6月 19日）

7. 時代遅れ？「著作権法」の早期改正を求める有識者の声（中国新聞出版報 2009 年 6

月 17 日）

8. 商標法を改正し 馳名商標の乱用を規制（消費日報 2009 年 6月 17 日）

○中央政府の動き

1. 2008 年度中国ソフトウェア海賊版率調査報告書が発表（国家知識産権網 2009 年 5

月 27 日）

2. 銀監会と科技部、研究開発型中小企業に対する融資支援策を共同発布（新華社 2009

年 5月 20 日）

3. 第２回中日経済ハイレベル対話終了、知財権保護チーム設置へ（新華社 2009 年 6月

7 日）

4. 工商総局 「中長期商標戦略実施意見」を公表（新華網 2009 年 6月 5日）

5. 工業情報化部 ソフトウエア産業の発展へ５措置 知財権保護強化（人民網 2009 年

6 月 12 日）

6. 質検総局：企業信用「ブラック・リスト」制度を確立へ（千龍網 2009 年 6 月 16 日）

7. 税関総署、知財戦略綱要実施一年間で多大な成果（税関総署ウェブサイト 2009 年 6

月 16 日）

8. 商務部 国際交流、協力が中国知的財産権制度の発展を促進する（新華網 2009 年 6

月 22 日）

9. 国家知識産権局、副局長２人が就任（国家知識産権網 2009 年 6 月 26 日）

10. 国内最初の特許保護重点連絡基地に１０機構を指定（国家知識産権網 2009年6月22

日）

○地方政府の動き

1. 広東省検察院、知的財産権の司法保護に重点を置く（法制日報 2009 年 5 月 30 日）

2. 北京市 著名商標 64 件を新規認定（北京青年報 2009 年 6月 7日）

3. 義烏市検察院が行政当局と提携強化、知財保護に尽力（中国新聞網 2009 年 6 月 11

日）

4. 上海、特許データ５千万件含む公開データベースが運営開始（東方網 2009 年 6月 9

日）

5. 江蘇省、知的財産権案件の「三審合一」を試行（国家知識産権網 2009 年 6 月 17 日）

6. 重慶市、5年内の知財保護モデル都市達成を目指す（新華網 2009 年 6 月 25 日）

○司法関連の動き

1. 「クレヨンしんちゃん」、中国での商標行政訴訟で敗訴（天極網 2009 年 5 月 30 日 ）

2. 工商総局 司法認定の馳名商標に撤回の審決を（新京報 2009 年 6 月 10 日）

3. 仏ダノンと娃哈哈の商標めぐる争い、国外登録商標の譲渡要求も退け（浙江在線 2009

年 6月 19 日）

4. 淘宝網 出店店舗の海賊版販売に連帯責任 損害賠償支払い（広州日報 2009 年 6月

25 日）

5. マイクロソフト 中間村のコンピューター専門店を権利侵害で告訴（北京青年報

2009 年 6月 17 日）



○統計関連

1. 工信部：１～４月ソフトウェア産業輸出最新データを発表（新華網 2009 年 5 月 24

日）

2. 不法出版物の摘発、１～４月が 2360 万点（中国新聞出版報 2009 年 5 月 26 日）

3. 遺伝子関連発明の特許出願、年平均増加率は２６％（国家知識産権網 2009 年 6月 9

日）

4. 半導体集積回路の回路配置利用権登録、０８年に 69.27％増（国家知識産権網 2009

年 6月 17 日）

5. 教育部、大学１００校の特許出願、登録の情況を公表（科学網 2009 年 6 月 23 日）

○その他知財関連

1. 中国版ディズニー？中国最大のアニメ産業区が瀋陽に着工（北国網 2009 年 5 月 25

日）

2. 2009 年法治建設報告が発布、「国家知的財産権戦略綱要」を評価（国家知識産権網

2009 年 6月 5日）

3. 中米日欧意匠保護フォーラム、広東省で開催（国家知識産権網 2009 年 6 月 4 日）

4. ヤフー：北京に研究開発センターを設立（北京商報 2009 年 6月 10 日）

5. 中国初の「知的財産権指数報告書」が公表（中国質量報 2009 年 6月 9日）

6. 2009 中国ブランドランキング発表 ブランド価値は昨年より低下（京華時報 2009

年 6月 26 日）
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●ニュース本文

○法律・法規等

★★★4. 銀監会、ＩＴ分野における商業銀行の知財保護促進に指針★★★

中国銀行業監督管理委員会（銀監会）がこのほど発布した「商業銀行情報技術リスク管

理指針」（以下は「管理指針」）で、商業銀行に対して知的財産権法に基づいて情報技術の

知的財産権の保護制度を確立するよう求めた。

「管理指針」によると、商業銀行は知的財産権の関連法律に基づいて、自社の情報技術

の知的財産権を保護する戦略と制度を作成し、且つすべての従業員に理解、遵守させ、効

果的な措置を講じて自社の知的財産権を保護しなければならない。また、正規版ソフトウ

エア・ハードウエアの購入と使用も要求されている。

この「管理指針」は▽総則▽情報技術管理▽情報技術リスク管理▽情報安全▽情報シス

テムの開発、テスト、メンテナンス▽情報技術の運営▽業務継続性管理▽アウトソーシン

グ▽内部監査▽外部監査▽附則――との十一章七十六条からなる。商業銀行の情報技術リ

スク管理をいっそう強化する狙いで、中国銀行業の情報技術管理レベルの更なる向上を促

すことが期待されている。（国家知識産権網 2009 年 6 月 2 日）

★★★5. 深せん市、ネット上の知的財産権保護に新規定★★★

「深せん市のインターネットソフトウェアの知的財産権保護に関する若干規定」が６月

１１日、市の常務会議で採択された。インターネットにおける知的財産権侵害の種類を列

挙し法的責任を規定したもので、ネット上のソフトウエアに対する知的財産権保護をいっ

そう強化し、インターネット産業とソフトウエア産業の快速で健全な発展を守る狙いで作

成された。



深せん市の域内総生産（ＧＤＰ）におけるソフトウエア産業の寄与度は１０％を超えて

いる。２００８年末現在のソフトウエア企業が１，５２１社で、ソフト産業の売上総額が

全国でトップ３入りしている。また、ネットユーザーが１００万以上で、３，０００余の

政府機関・企業・団体がドメインを登録しており、ネットを活用したさまざまなサービス

を展開している。（国家知識産権網 2009 年 6 月 12 日）

★★★6. 最高裁、特許法関連の司法解釈案を公表、一般向け意見募集★★★

最高人民法院（最高裁）は６月１８日、「特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における

法律適用の若干問題に関する解釈（意見募集稿）」を公表し、一般向け意見募集を始めた。

改正特許法が今年１０月に施行されるのを受け、知的財産権保護における司法保護の役

割を十分果たし、特許権侵害の案件で見られる新たな動向と注目される問題点に踏まえ、

最高裁の知的財産権審判法廷がこの司法解釈を起草した。

「司法解釈」は国家知識産権網（URL：http://www.sipo.gov.cn）よりダウンロード可

能。

意見募集の締切日は２００９年７月１０日。下記の二つの方式を通じて送付することが

できる。

（１） オンライン提出。（中国法院網 URL：http://www.chinacourt.org）

（２） 郵送。（北京市東城区東交民巷２７号 最高人民法院知識産権審判廷 〒１００７

４５）（国家知識産権網 2009 年 6月 19 日）

○中央政府の動き

★★★1. 2008 年度中国ソフトウェア海賊版率調査報告書が発表★★★

２００８年に中国のソフトウェア産業の売上高は７，５７３億元に達し、海賊版ソフト

のシェアについては市場価格に換算して全体の１５％を占め、２００７年の１５％より５

ポイント下がった。一方、取り付けの数量から見ると、２００８年の海賊版率は４７％で 、

同９ポイントの下降となっている。５月２６日に発表された「２００８年度中国ソフトウ

ェア海賊版率調査報告書」でわかった。

同日に行われた記者会見とソフトウェア海賊版問題シンポジウムに出席した国家知識

産権局の張勤副局長は、「当局の状況把握、政策制定に大いに役立つものだ」と報告書を

評価したうえ、「海賊版調査はソフトウェア業界の海賊版状態を客観的に正確に把握する

ためには、公開・透明の原則と科学的な方法を徹底する同時に、ビジネスソフトウェアア

ライアンス（BSA）を含める関連機関との提携も必要だ」との考えを示した。

同調査は互聯網実験室が国家知識産権局の依頼を受けて毎年行っており、今年は４年

目。（国家知識産権網 2009 年 5 月 27 日）

★★★9. 国家知識産権局、副局長２人が就任★★★

国務院の任命により、国家知識産権局の副局長に鮑紅氏、甘紹寧氏がこのほど就任した 。

鮑副局長は行政、宣伝、安全、発明協会などの業務を担当する。甘副局長は知的財産権保

護、特許管理を主管するほか、知的財産権戦略の面で田力普局長を補佐する。２人の略歴

は国家知識産権局のホームページで閲覧可能である。

元副局長の張勤氏が中国科学技術協会の書記に異動した。（国家知識産権網 2009 年 6

月 26 日）

★★★10. 国内最初の特許保護重点連絡基地に１０機構を指定★★★

http://www.sipo.gov.cn
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特許保護の分野における政府の公的サービスと政策決定へのサポートの強化を狙い、国

家知識産権局はこのほど、同局に特許の法執行をめぐる意見や情報を提供する「特許保護

重点連絡基地」に１０機構を指定した。司法機関１ヵ所と研究・開発機構７ヵ所、法律事

務所２ヵ所が含まれる。

いわゆる重点連絡基地は情報提供のほか、重要な法執行問題や難問案件の研究・討論、

法執行業務に携わる政府要員の業務レベルの向上、特許保護によるイノベーション促進の

PR などでの活躍も期待される。

国家知識産権局の関係者によると、重点連絡基地に選定されるには、▽研究機構の場合 、

特許保護分野での強い研究力▽司法機関の場合、特許侵害案件の審理における豊富な経験

▽企業の場合、特許保護への強い意識、政府当局との協力意欲▽代理機構の場合、特許権

侵害案件を取り扱う豊富な経験――など、それぞれの要件を満たすことが求められる。（国

家知識産権網 2009 年 6 月 22 日）

○地方政府の動き

★★★5. 江蘇省、知的財産権案件の「三審合一」を試行★★★

江蘇省裁判所が６月１０日発布した「江蘇省の裁判所で知的財産権案件の「三審合一」

改革を試行するための意見」によると、同省は７月１日から知的財産権民事案件の管轄権

を有する省内の各裁判所で、知的財産権を巡る民事・行政・刑事の三種類の案件を知的財

産権審判法廷により統一的に管轄するという「三審合一」の改革を行うことになる。

同日に省の裁判所、検察院、公安庁の共同作成した「知的財産権審判「三審合一」の改

革試行における刑事保護に関わる若干問題についての意見」も発布された。この「意見」

は、各裁判所、検察院、公安当局に対して試行作業に携わる中堅職員の業務の特定化など

司法資源配置の合理化を求めるとともに、改革の順調な進行を確保するための三者協力体

制の確立やそれぞれの管轄範囲について明確に規定している。（国家知識産権網 2009 年

6 月 17 日）

○統計関連

★★★3. 遺伝子関連発明の特許出願、年平均増加率は２６％★★★

遺伝資源を使用した発明の特許出願が毎年増加している。２００４年から２００８年に

かけて中国国内の権利者による遺伝子関連発明の特許出願は年平均２６．４％のペースで

増加を続けていた。同期間に国外権利者からの出願の年平均増加率は１７．８％だった。

国家知識産権局の張勤副局長が２日に北京で行われたフォーラム「中国遺伝子科学・産業

発展サミット」の席上で明らかにした。

張副局長によると、２００８年に国家知識産権局の受理した遺伝子関連発明の特許出願

４，５３２件の中、国内権利者によるものは全体の７５．２％を占める３，４１０件、登

録した１，３２１件の内に国内は９４５件でこの５年間の年平均増加率が１６．３％とな

っている。いずれも国外を上回った数字で、遺伝子分野における国内の研究開発力の増強

が示された。一方、権利者別の分布が不均衡で、５年間の出願件数でトップ１０にランキ

ングされたのは大学８校と研究機関２所で、企業は１社もなかったこともわかった。こう

した状況の改善について、張副局長は、権利の創造、利用、保護、管理のレベルを強化し 、

ＰＣＴ特許を含める企業の知的財産権の取得を奨励するとともに、関連の法整備を進めな

ければならないとの認識を示した。（国家知識産権網 2009 年 6 月 9 日）

★★★4. 半導体集積回路の回路配置利用権登録、０８年に６９．２７％増★★★



中国で登録されている半導体集積回路の回路配置利用権は２００８年１２月３１日現

在、２，０９７件に達している。２００８年には６０６件が登録され、前年より６９．２

７％増加した。

２００１年から２００８年までの間に公告された回路配置登録２，０９７件のうち、中

国大陸部の権利者によるものは全体の８１・７％にあたる１，７１４件、台湾は４３件、

香港は４件であった。国内の登録は主に上海、江蘇、北京、広東に分布しており、四地域

の合計は大陸部の８０％を占めている。外国権利者によるものは３３６件で、内訳は米国

１８８件、日本１２６件、韓国９件、南アフリカ８件、カナダ３件、フランス２件となっ

ている。

回路配置の利用状態については、登録時にすでに商用利用されているものは１，３７４

件で全体の６５％を占めており、実施状況が総体的に良好であることが伺える。（国家知

識産権網 2009 年 6 月 17 日）

○その他知財関連

★★★2. 2009 年法治建設報告が発布、「国家知的財産権戦略綱要」を評価★★★

６月２日に発表された中国法学会による「中国法治建設年度報告書（2008 年）」は、知

的財産権について一章を設け、中国で２００８年に展開されていた知的財産権の保護活動

を紹介した上、「国家知的財産権戦略綱要」の発布と実施を高く評価した。

「報告書」は全人代常務委による特許法改正の決定、行政当局による知的財産権特別取

締り活動、税関の知的財産権保護、最高裁判所の知的財産権保護ＰＲイベントなどの事実

を列挙し、法制度の整備、行政法執行、司法保護といった三つの分野で遂げた成果と進展

を紹介した。中国法学会筋によると、２００８年に発表された白書「中国の法制建設」が

国内外から広く注目されていたことを受け、中国の法整備活動をタイムリーに紹介するた

めに、中国法学会が今年から「中国法制建設年度報告書」を毎年編集することを決めた。

今年に全人代と国務院の各部門の関係者と中国政法大学や中国人民大学、山東大学、華東

政法大学からの専門家が報告書の編集作業に招請された。（国家知識産権網 2009 年 6月

5 日）

★★★3. 中米日欧意匠保護フォーラム、広東省で開催★★★

国家知識産権局、米国特許商標庁、日本特許庁、欧州商標意匠庁の共催する「中米日欧

意匠保護フォーラム」が６月３日から４日にかけて広東省の仏山市で行われていた。国家

知識産権局の李玉光副局長、日本特許庁と欧州商標意匠庁の代表、在広州米国総領事館の

総領事が開幕式に出席し挨拶をした。

企業や代理機構から１５０人余がフォーラムに参会した。各国からの政府職員と専門家

がフォーラムにおいて、意匠の出願と保護について熱烈な議論を行い意見を交わした。演

説者らが創意の観点から商標と著作権と意匠との異同を分析し、それぞれの優勢と欠点を

説明しながら、意匠の効果的保護について権利者や企業の法律顧問、代理機構の関係者と

討論を行った。

フォーラムは国内企業が欧州、米国、日本における意匠保護の法的手続きについて認識

を深め、国際的視野を広げる場となった。これにより、国内企業が国際市場に進出する際

に意匠保護手段をよりうまく活用できるようになることが期待されている。（国家知識産

権網 2009 年 6 月 4 日）
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